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第5号様式

監督員委託成績評定項目別評定表（基本的な技術力）

評定項目 A B C D E
1
2
3

工程管理 4
5
6

書類全般 7
8
9

評価 　　数 配点 小計
A 特に優れていた。迅速に対応し、時期・内容も適切であった。 0 ×1.0
B 優れており、ミス・不足事項はないが、軽微な修正・調整があった。 0 ×0.8
C 特に、業務に支障がなかった。標準的であった。(軽微な修正・調整を含む） 0 ×0.7
D 業務に支障はなかったが、ミス・不足事項があった。 0 ×0.6
E 重大なミス・不足事項があり、関連事項について改善指示書を発行した。 0 ×0.5

÷ ×15＝
※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

特記事項

完了時

契約締結後、速やかに業務が着手された

担当監督員

主任監督員

係
数

評価内容

チ

ェ
ッ
ク
数

合
計

契約書、仕様書、監督員指示等で要求された、必要な書類や成果物が期限内に不備なく提出された

業務カルテ（TECRIS・PUBDIS)は10日以内に登録された
計画立案に必要な現地踏査を実施し、使用した測定機器類の校正記録を含め報告された

変更に伴う書類は、遅滞なく提出された

土木設計・測量・地質調査

計

委託業務予定表（工程表）には、設計図書に示された記載事項が漏れなく記載されていた
業務責任者通知書及び技術者届に必要な資格者証の写し、または経歴書が添付された

業務計画書は、仕様書に基づく設計趣旨等が満足する計画となっており、関係業務との整合も取れた

点
数

評価参考基準

常に業務の進捗状況について把握され、適切な工程管理により業務が円滑に行われた
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監督員委託成績評定項目別評定表（基本的な技術力）

評定項目 A B C D E
1
2
3
4
5
6

業務体制 7
8
9
10
11

技術力全般 12
13
14
15
16
17
18

評価 　　数 配点 小計
A 特に優れていた。迅速に対応し、時期・内容も適切であった。 0 ×1.0
B 優れており、ミス・不足事項はないが、軽微な修正・調整があった。 0 ×0.8
C 特に、業務に支障がなかった。標準的であった。（軽微な修正・調整を含む） 0 ×0.7
D 業務に支障はなかったが、ミス・不足事項があった。 0 ×0.6
E 重大なミス・不足事項があり、関連事項について改善指示書を発行した。 0 ×0.5

÷ ×30＝
※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

特記事項

打合せ等で発言や提案が積極的になされた
業務に必要な技術基準、マニュアル、共通仕様書等を有し、関連法令を含めその内容を理解していた
設計の与条件を理解し、仕様書等に基づき必要な事項が提示された
業務及び関連する他業務等の全体を把握し、技術者及び業務の管理調整を行った

打合せ結果が打合せ議事録に記録され、打合せ後速やかに相互に確認がとれた

委託者からの指示に基づく変更・修正等の対応は、内容や時期等が適切だった

現地条件等を考慮した的確な施工方法やコスト縮減などが提案された（A～C評価のみ）

委託者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した
関係部署及び関係官公庁等との調整を円滑に行った

地域住民や他組織等への説明会や協議資料等が理解しやすくまとめられ、速やかに作成された

関係各機関へ必要な申請手続き及びその対応を行った

業務実施の各段階での必要書類が整理され、監督員の指示要求に対して適宜対応した
業務目的に必要な検討事項が漏れなく決定され、検討事項間の整合も図れた
地域住民との調整を適切に行った

第5号様式の2

評価内容

評価参考基準
チ

ェ
ッ
ク
数

合
計

係
数

点
数

担当監督員

主任監督員

土木設計・測量・地質調査

完了時

業務計画書に基づく実施体制を確保し、業務は支障なく遂行された

計

必要な車両の車検証は提出された
資格が必要な作業は、有資格者により行われ、資格者証が提出された

業務実施の各段階で、業務に必要な情報を自主的に収集していた
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第５号様式の3

監督員委託成績評定項目別評定表（基本的な技術力）

評定項目 A B C D E
1
2
3
4
5
6
7

成果品の 8
9
10
11

品質 12
13
14
15
16
17

評価 　　数 配点 小計
A 特に優れていた。迅速に対応し、時期・内容も適切であった。 0 ×1.0
B 優れており、ミス・不足事項はないが、軽微な修正・調整があった。 0 ×0.8
C 特に、業務に支障がなかった。標準的であった。（軽微な修正・調整を含む） 0 ×0.7
D 業務に支障はなかったが、ミス・不足事項があった。 0 ×0.6
E 重大なミス・不足事項があり、関連事項について改善指示書を発行した。 0 ×0.5

÷ ×30＝
※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

特記事項

担当監督員

主任監督員

設計（測量・調査）根拠、意図、工法等が整理されていた
全体として、設計要求を満足する内容であった

業務遂行段階での指示事項が整理され、漏れなく設計（測量・調査）に反映された
地中埋設物等現場調査を十分に行い、調査結果が設計図書、資料等に反映された
関連業種や業務と整合がとられ、設計図書、資料等にくい違いはなかった
成果図面に記入ミスは少なかった

書類上の誤字及び脱字及び落丁、乱丁は認められなかった

土木設計・測量・地質調査

完了時

評価内容
社内の検査体制が整っており、チェックリスト等による品質管理の記録により、照査の実施が確認できた
提出すべき成果品が、指定された期日までに提出された
設計図書に示された与条件等が整理され、漏れなく設計（測量・調査）に反映された

各種計算書（数量計算書、耐震計算書等）と設計図との整合がとれていた（設計）
積算根拠となるカタログ・刊行物等の資料が漏れなく提出された(設計）

評価参考基準
チ

ェ
ッ
ク
数

合
計

計

見積りは、指定された業者数の見積りを取得しており、比較表と合わせて提出された（設計）
関係法令を満足する設計（測量・調査）になっていた
成果図書は、目次及びインデックス等により、わかりやすく整理され、ファイリングも適切であった
必要な電子データ（媒体）の内容に文字化け等のミスはなかった
必要な写真、データ類及び資料等について、監督員に確認のうえ整理して提出された

係
数

点
数
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監督員委託成績評定項目別評定表（創意工夫と熱意）

土木設計・測量・地質調査 担当監督員

加算評価 主任監督員

評価項目

工程管理 1
工程管理の工夫への取り組み
（効率的業務遂行等の工夫、厳しい期間、多岐にわたる作業・項目、内容変更の取組等） 点

2 品質管理向上への取り組み（ミス防止への積極的な取り組み等）
点

3 品質管理向上への取り組み（第三者機関による自主検査等）
点

4 高度な設計（測量・調査）検討手法（従来技術を応用・統合化あるいは先進技術を活用等）
点

業務体制 5 高度な設計（測量・調査）検討手法（難易度の高いもの等）
点

6 業務に対する自主的提案（内容・精度の向上等）
点

技術力全般 7 業務に対する自主的提案（周辺環境に及ぼす影響等）
点

8 業務に対する自主的提案（新たな施工方法等）
点

9 業務に対する自主的提案（ライフサイクルコスト、省エネ、省資源の検討等）
点

10 業務に対する熱意（積極性、努力度、誠実性及び創意工夫等）
点

11 出来ばえの向上のための創意工夫
点

その他 12 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
点

0 点

※１項目あたり１～２点を目安とする。

評定点

第5号様式の4

評価内容

創意工夫と熱意の合計点（最大5点とする）

基本的技術力の評価項目を満足した上で、受託者独自の考え方・工夫で委託業務を積極的に行い、
その内容が他の模範的であり、評価に値する項目をチェックする。

具体的事由
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第２号様式の７

総括監督員委託成績評定項目別評定表（法令・契約等の遵守）

次の適応事例の事実を監督員が確認した場合に減点評価とする。 減点評価

総括監督員

適応事例 減点事由

契約、約款、法令等に違
反があった

重大な法令等違反があった
法令等の違反があり、改善指示により
改善された 点

工程管理に問題があった
全体的に問題があり、監督員からの
度重なる改善指示により改善された

正当な理由がなく業務に着手せず、監
督員の改善指示により改善された 点

配置技術者に問題があっ
た

監督員からの度重なる改善指示によ
り改善された

監督員から改善指示により、速やかに
改善された 点

品質管理が適正に行われ
なかった

成果品に、大幅な手直しが必要であっ
た

成果品に多少の手直しがあった
点

第三者に及ぼした損害が
あった

第三者に及ぼした損害があり、処理が
不適切であった

第三者に及ぼした損害があったが、処
理が適切であった 点

事故等があった 事故等があり、処理が不適切であった
事故等があったが、処理が適切であっ
た 点

その他（　　　　　　　　　　　　）
点

0
点

※　適応範囲は、次のとおりとする。

（１）委託契約書の履行に関することに限定する。

（２）代理人、主任技術者、受託者の業務従業員及び再委託会社に従事する者に限定する。

-5 -3

法令・契約等の遵守の合計点（最大-20点とする）

評定点
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